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タイにおける農地貸借の類型と性格

一一宮崎猛氏の所説に関連して一一

はじめに

I z令部タイのE聖地貸借の3類型

II 宮崎¥"i民の f伝統的土地所有j殺の検討

はじ めに

宮鮪猛氏l土，本誌第25巻第11号（1984年11月〉に

おいて，故71く野浩一氏の調査村，東北タイ・ドン

デーシ村の再調査によりながら， f親子・兄弟姉

妹問における農地記分とその利用のための慣習j

〈宮崎猿「東北タイ農村！とおける熊地貸借と重量業共同経

営iと関する経済分析j fアジア経済』第25巻第11号1984

年11月 47ペ一三ん以下ページ数のみ表示〉を分析し，

その諾形態を挙示している。宮崎氏の所説は，1981

年と83年の 2度！とわたる参与観察をふまえた，分

析カの鋭い問題提起であり，親族問の土地利用形

態を解明したものとして注目されるものである。

われわれも，中部タイではあるが， 1まぽ同時期に

農村調査を実施し，均分相続慣行下の農地利用・配

分の諾形態について検討し，一つの仮説を抱懐す

るにいたった。しかし，われわれの仮説は，宮略

氏の所説とかなり大きなくい遣いをみせており，

それは，調査村の違いを反映したというよりも，

形態！玄分の分析視角の違いにもとづくものと思わ

れる。私は， ドンデーシ村には1980年に 1度訪問

したきりで，同村の調査経験はなく，その村の資
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料きと王手！こした検討と異論の提出ができるわけでは

ないe ただ，形鯖箆分論の方法に問題を摂定し，

タイ腹村の農地貸借の類型と性格について，とも

に考えてみたいと患っている。そこで，，われわれ

の仮説をまず簡単に開示し，ついで宮椅氏の所説

を検討して，同氏のご教示をえたい惜1)。

(M: 1) 訟は，すでに向僚の問題について訳書量を拠

出したことがあるが， しかしすぐ後で述べるような農

地貸借の3矧裂や FブンタンJ（殺窓〉の社会的凝念

についてIJ/H醒さに欠けていた (flll縞「タイにおけるm
絞侠行と｛告処関係j〔f月初アジア・ 7 7・ザカ研究1郊

23巻第 2号 1983年2JD）.そこでは，祭主主関係の絞上

に展開する借地関係と，地支小作関係との 213.:分にと

どまり，約者の借地関係の 2類型を主主lliすることに成

功しなかった。その後， 1983年の追跡事喜変においてγ

この点を反省する機会をえた．上!a総務の来熟な点

は，以下において修正しておきたいと思う。

I 中部タイの農地貸借の 3類 型

さて，われわれの調査村ランレーム区の農地貸

借は，結論的にいえば， fハイ・タムキンj fハ

イ・ドゥレーJ「ハイ・チャオjの3類型に区別す司

ることができる。そこで，これらの諸類型を， (1)

相続過程の 3段階への位援づけと権利関係，（2）貸

借が取り結ばれる 2者関係の特賓と貸借が果たすー

機能，！3lr借地料jの性格，の 3tJl!J菌から整理し
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てみよう。

(1) fハイ・タムキンJ。土地所有権の世代間移

転ば，基本的！こは子供のライフ・サイク lレに従う

のではなく，殺のライフ・サイク Jレにおいて行な

われる。つ去り，相続ば，親の老iliil.死亡とい

う，親の方のライフ・ステージにおいて行なわれ

るのがー設的である。しかし，子供が結賂し，子

供宍婦のライフ・サイクノレが罰始されるようにな

ると，競〈失方および／ないし表方〉は， 自らの所

有地の一部を分訴して彼らに利用・耕i下させ，彼

らの生活を扶助する。このような，殺から子への

農地の貸与を現地では「ペーン・ハイ・タムキン

・ノξイコーンj，ないし簡単に fρイ・タムキンJ

〈生活のために作らせる）と呼ぶ。換言するなら，

ノ、イ・タムキンとは， fベーン・ハイJ（分与＝t百

続）に至宝る以前〈パイコーン〕の段暗に現われる

r｛反絡続jのことである。なお，ハイ・タムキン

iこはい去一つJ}IJの形態もある。それは，すでにベ

ーン・ハイが終了した後，親が留保した f養老地j

fヒ経済的に関難な子供や，経営拡大に；意欲的な子

供に貸与し耕作させる形態である。このようにノ、

イ・タムキンには，相続以前の段階に現われる形

態と以後の段暗に現われる形態とのこi毘りがある

が，いずれも親子結合をがJt廷にした貸｛皆関i保とい

う点、で共通の性格2:'.'有している。この貸借類型

は， f子の世話会ナるのは親の銭務j という規範

意識のもと ＜：＇，親が子供世tli'の生活を援助する目

的で耕作させるものである。したがって，その権

利関係をみれば，土地の所有憶はあくまでも毅が

留保し，子供i土利用揮を付与されているにすぎな

いといえる。それゆえ，たとえ「仮相続jであっ

ても，子供はその土地を第三者！こ貸し出ナことは

できないし，またそっくワそのま玄相続できると

ばかぎらない。また，養老iむを親より f苦受！？で耕
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fpしている場合でも，殺の都合によって法返さな

ければならないしp 認が死亡すると，養老地は老

親を挟設したキョウグイ（＝純永者） Iこ道義！されな

ければならない〈ただし，養老j惑をノ、ィ・タムキン

・された二子とj殺の老後挟ぎを芝？とは一致する場合が多いと

いわれる）。これは，親子結合の消滅にともなう貸

器開保の解消といえるだろう。ハイ・タムキン

i土，以上のように親子関係のダイアド口 2者隈係

に沿って取り結ぼれる貸借関係であるから，かか

る関係はfカー・チャオJ（小作料〉のj摂取関原を伴

わない。ただし，読の土地によって「恩恵jを受けた

子供は，停に 1度， it史惑のあとに（113磨の11)1), 

一定抵の白米や現金を史認に器供し，ハイ・タムキ

ンに報いるという習慣〈これはじ、ィ・ブンタン〔，患

がえし〕ないし fトーブテーン・ブンクンjと呼ばれる）

がある。親から子へのハイ・タムキン｛生活扶助）

に対する，子から親へのハイ・ブンクン（線恵〉

の関係は，それゆえ五倒的な叡ljffijを部分的にもつ

関係であるが，ブンクンの白米や現金はカー・チ

ャオとは範ll;';f的に区別されなければたらない。実

摂，村人l土カー・チャオを一つの社会的総書課とし

て意識し，カー・チャオの有無によって貸借地を

類部しているのである。村人がカー・チャオなし

の借受iむとして他と夜間した土地は，当地の！皆受

地全体の1sr，＋以上を占めているが，この大部分は

ノ、イ・タムキンロハイ・プンクン関保の現象形態

として理解することができるだろう。

(21 fハイ・ドクレーJ。親が老齢に達し，農作

業にiiiftえられな〈なると，老親1士，彼の老後を支

える養老地をのぞいた全ての所有地きと，成長した

子供たち全員iζペーン・ハイ（分与）して相続を

終える。子供たちは，長＠1と挫の別なく均分iこ，

あるいは均分lこ近い線で一斉に分割された土地を

譲受し，後らの持tぅ分とその所有揮を務得する。



土地を分け合ったキ盟ウダイたちは，しかし生涯

同じ村内で暮らすとはかぎらない。結婚や都市で

の就労のため他出するキョウダイが必ず存在し，

そこで彼らの分与J也の取り扱いが問題となる。他

出するキョウダイは，永久他出の場合，多くは分

与地をキョウダイに売却して他出するが，一時他

出の場合，特別の事情がないかぎり，土地を在村

する他のキョウダイに貸与し，手l]fflと管理を委託

する。また，たとえ在村していても，他の産業に

従事したり何らかの事常で耕作を営まない場合，

彼は向揮に分与J也きと他のキョウダイ 1ζ委託する。

とのような，すでに分割相続の終了した段階にお

いて各自の権利が確定した土地をキョウダイ問

〈場合によればイトコなどの近親問も含む〉で貸｛きす

ることを fドウレーJ（監筏，管理）という。した

がって， ドウレーは， f仮相続jとしてのノ、ィ．

タムキンとは相続の段階が異なるだけでなく，そ

れが取り結ばれる貸借関係がキョウダイ関係を軸

としている点、において 2者関採も異なる。つま

り，ハイ・タムキンが親子関の扶助関係であるの

に対して， ドゥレーは，相続終了後の，お互い所

有者となったキョウダイ問の受委託関係であると

いえる。ハイ・ドゥレーは，以上の点、においてハ

イ・タムキンと異なるが，同時に村人によって

fノ、ィ・チャオJ（小作〉とも範嬬的に区別されて

いる。ドゥレー関係のもとで，在村の受託したキ

ョウダイは，通常 1ライ当り白米10怒〈籾換算15

奴＝1.5タン〉程度きとハイ・ドゥレー〈委託〉した

キ宝ウグイ！と提供するが，との f借地料JIまカー

・チャオとは厳密に区別される。当地の平均的な

小作料は， 1980年時点、でライ当り 7～10タンであ

るから，その「借地料ji主，）、作料の 7分の l～5

分の 1の低さである。なお，この f借地料jは，

その年の作柄によっては支払われない場合もある

活L
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し，また委託者が遠方に居生しているか，経済的

に国らない場合，存命している老親に受託したキ

ョウダイを通じて fブンクンjすることも，しば

しばみられる。この点、からも， ドゥレー関係が地

主小作関係とは異なることが明らかだろう。最後

に， ドゥレ一関係のもう一つの特徴を指j脅すれ

ば，それが主として在村のキョウダイと他出した

キョウダイとの間に取り結ばれる性格上，村内耕

作者と村外所有者との，ムラの枠を超えた貸借関

係として現象することである。当地の総借受！tl!.の

うち村内よりの提供i邸主約半分にすぎず，残りの

Sf］弱は村外の貸出者によって供給されていると

いう事実は，このドゥレ一関係の進肢を物語るも

のである。それゆえ，都inへの労働力の流出E容が

高い地域ほど， ドゥレー的な r｛皆地率J（農地貸借

の3類裂を理解しえない者の自からは r,1、i下地率J)

が高く現われ，両者は相関して展開することにな

る。

ところで，ハイ・タムキンにしろ，ハイ・ドゥ

レーにしろ，農地の貸借開係が親子問やキョウグ

イ関など近親の問でとり結ばれる傾向が絶えず発

生することから，これがまた小作料の支払いを詩

求しない借地関係を生じさせるごとになる。こう

した傾向は，均分担続規範と共通する家族規範の

発現として考えることができる。すなわち，均分

相続制はキョウグイによる共同相続を前提にし，

この共同相続は，家族財産iこ対する f共有j観念

と結びついている。動産を含め農地や屋敷地など

の家族財産l土， クロープクルアく世帯〉の全員が

「共有jする f合同財j(joint proper併であると

R識が，農地の貸借や売買にあたっても，近親の問

Y干る意｝で共関保全しようとする傾向を生み出すこ

とになるのであろう。

(3) fハイ・チャオj。以上のような貸借形態と
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範詩的に異なるのが，ノ、ィ・チャオである。ノ、ィ

・チャオi土，持続の特定の段階に発現するのでも

なく，親子結合やキ宝ウグイ結合を必然的iこ前提

にするのでもない。それは，隣人・知人間で成立

する傾向が強いが，土地と労働力の過剰と不足を

前提にし，小作料の授受さと木質的内容として形成

される地主小作関係である。ただし，当地の貸出

者の多くは〈最近，パンコクの商人による土地購入と

彼らによる貸出が増加しつつあるが〉老齢者や非践者

からなる零細地片の所有者であり，大規模な寄生

地主は見あたらない。他方，｛皆受者の性格につい

てみれば，零細な耕作者だけでなく，f殺の本命j

のもとで経営規模拡大！こ意欲をもつや上層農が多

くなってきている。小作料の支払いは，契約では

現物形態が相当みられるが，実際には現物小作料

分の拐最を精米所で売却した金額〈宮守備〉で支払

われる。しかも，小作料率l土，小作i患の需給をめ

ぐる緩和基鵠と小作料統制の行政指導によって，

lOt'；；：以下の水準にJillえられ，そのうえ高収念品積

普及による生産カの抱強と米側堅調のもとで，，1、

作条件l土小作者に有利になってきている。ともあ

れ，ノ＼.... ｛ ・チャオi主，カー・チャオのf摂取関係と

して，高iJ2考の貸借形態とは類型を異にするもの

として捉えなければならない。以上述ペてきた農

地貸借の 3類型の察側を例示すれば，第 1図のよ

うである。

立 宮崎猛氏の f伝統的土地所有j

論の換討

さて， ドンデーン村では， 「ある農家が熔加す

る家族農業労働力iこ対溶して，農地面積規模を拡

大するためには，持続から持続された農l:fuに加え

て，農地を購入しなければならないJ（宮崎前掲

42 えタ

論文 49ページ〕が，購入しうる機会は少ない。そ

こで「農家における労働カの過剰と不足！こ対応し

た設地面積規模の調整は，親族組織を中心とした

農業共同経営と農地貸借により実施されているj

＼（向 49ページ）という。宮筒氏は，かかる f殺族

組織における持互扶助機能の発現jどしての，農

地配分の調整の詩形態を次のように締i玉分してい

る。なお，ここで氏がいう f親族組織とは親とそ

の子供により捧成される1f11緑集団を指しているj

(If,) 49ペーゾ）。

伝統的土地所有下での

続樹立織の秘玄扶助機絡の発現形態

燥地貸借
（使附!tr
メlj分，1、fド

農業共同経営
（全部共間経営
（第 1～3段階の 3形態｝
部分共同経営

以上の諾形態について，宮鏑氏の解説を簡単に

紹介しておこう。まず，農地貸！昔のうち， 11,r使

用貸借jとは， f土地用役の対艇である小作料の

支払いがみられない貸借jのことであり， ［親子

関あるいは表がその親類に貸付ける場合J(向 51

ページ）が多い。次に， 121rメI］分小作jでは， f契

約相手は棄や失がそれぞれの親類に貸付ける場合

が多いが，隣人・知人に貸付ける場合も少なくな

いj。小作料率は rsof;;, 4ot;, 30院の 3誕類が

みられるjが， 「当事者間！の相互扶助損保におけ

る濃淡の差異により使い分けられているJ（向 52

ページ〉。 1a,r農業共同経営jとは， f親子の関係

にある複数t!l.::/l＼＝が，その｛系有ナる農地や労働力，

資本を相互に提供し，これら経営要素を絡会し

て，共！弓で運営する賎業共同経営J（問 46ページ）

のことである。この共閉経替は， fよ子供世帯が親

世帯から，農業経営，家計消費の両国で経済的に

自立してゆく家族周期の各局面に対応J（伊J54ペ

ージ〉して， F全面共間経営j と f部分共閉経営j
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にこ毘分できる。 f全国共同経営jは， さらに

f子供世設における所有民地・国定資産の菩積状i5L

1こ対応して…… 3段階に区分できるJ（関日ペー

ジ）というの f部分共同経営j では，家計iiヰY'iの

miにおいて子供WJI＼＝の親l出II'からの r街立化jが

いっそう進み， ri収機物の折半分配が大部分J

〈問 54ページ〕となる。

f親肢組織の経済的調整機能の発現形態jとし

ての， f農地貸i皆j と f農業共同経営jの諾形態

は，宮椅氏において以上のようなものとして恕解

されている。われわれの農地質抵の類型論とは異

なって，多岐にわたる形態を抽出しているところ

に，宮略説の特徴があるが，彼我のi還し、は，対象

とする農村の遣いに由来するというよりも，形態

分類の視角＝基準のtm還に題国するようである。

そこで，まずこの点から入ることにしよう。

宮鱗氏iま，北原淳氏が！日稿（北原 fタイ米作長生業

の経済情透（ I) J Fアジア経済j努H5宅全然 4号 1974fp 

4JDにおいて f分割jと f保管j という招互扶

助的な土地利用の諾形態を柑続の諾形態と関連さ

せつつ分析したことに対して， f伝統的土地所有

の性格については分析されていないJC宮崎前m論

文 48ページ）と一蹴している。では，宮崎氏の

いう f伝統的土地所有jとは何か。宮時氏 l土，

f農地持続i土親を中心とする親族の合意の下に行

なわれ，持続された農地の使用と処分は親族との

相設とその合意を前提とするj点を， f農地の使

用・処分について，親族組織の強い規制を受ft,

私的土地所有権が散しく制限されているJ（問 49

ペーヅ〉と躍らませて理解し，これを， f近代的土

地所有恨のがiに位霞ずるタイ農村における支配的

土地所有形態J（間 46ページ〉と捉え， f伝統的土

地所有j と捜定する〈傍点引用者〉。農地の使用・

処分における殺核開の「棺談j と f合意j とい
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う， f伝統的土地所有の性格jを決める肝心な点、

について，具体的な解明がないまま，近内的土地

所有に対隠して f伝統的土地所有jと主張しうる

かどうか， f伝統的jという暖味な用語法も含め，

ー．一考をど婆するものと患われる。ともあれ，北原氏

の113稿が f法統的土地所有の性格jを分析してし、

るかどうか別にして， f分割jと f保管jを相続

と関連づけて説明しようとした点に住自しなけれ

ばならない。 fょがすでに指織したハイ・タムキン

とハイ・ドゥレーという，いわば宮崎氏流にいう

ならば f親族綾織の経済的罰整機能の発現形態j

lま，家枝j窃期の特定の段措において現われるので

あり，相続慣行との関連を抜きにしては説明しえ

ないものである。相続過程の段暗に位i官づりつつ，

その詩形態を分類すること，これが第 1の視角で

ある。

第2の視角は， f親族組織の相互扶助機能の発

現j諾形態が，どういう家族内のダイアドを基礎

にして取り結ぼれているか，きとflll題にすることで

ある。宮輔氏にあっては，［筑波組織jの全体が問

題にされるだけであって，毅波結合の性格と f相

互扶助機能の発現jの｛生fちとの関連づけは留；意さ

れていないのである。つまり，その機絡の発現形

態が親子結合を基礎としているのか，キョウダイ

ー結合を基礎としているのかが区別されていないの

である。それゆえ，北原氏が取り出した， i互貌簡

で取り結ばれる f保管jという貸｛皆形態も，宮摘

氏においては， f親子・兄弟姉妹の近親のみなら

ず，隣人・知人間Jも合めた f使用貸告の一部j

（同 48ページ）に解消すべきだ，という主張に逆

戻りしてし玄うのである。陵地貸借の諾形態を家

族結合のダイアド5.lljに分類し整理すること，これ

がもう一つの重要な視角である。

宮嬬氏のアプローチにおいて，もう一つ気にな



る点は，顎雑多殺にわたって分類した諸形態託つ

いて，現地語の収集を行なっていない点でまちる＠

つまり，現地において，村人が彼らの開でとり行

なわれる相互扶助的な土地利用の諾形態を現地語

でどのように表現し匹}JIJしているか，したがって

村人が一つの社会的施曙として理解しているかど

うかについて，ほとんど留意されていない。もち

ろん，科学は，日常意識と現象に潜む水質を暴露

し，その本質把握のうえに立って現象形態を説明

するものであるから，その；意味では現地の村人が

どのように理解し区加しているかということを，

一応無視してもかまわない。しかし，それを無視

してしまうと，生々にして研究者の側の思弁的な

遊戯に賂り，現実とはかけ離れた抽象に締りがち

である。

以上の諸点、を，宮崎説検討の観点として，以下，

具体的に検討してみよう。

1. f使用貸借jについて

(1) 宮時氏は， f同一親族組織内の使用貸借は，

その大半が棺続を前提iζ契約されており，契約の存

続期間が長期にわたるものが多いJ（同 51ページ〉

とUH脅しながらも，使用貸借を，それが取り結ば

れるダイアドと相続過程の段階に関連づけて分析

していないことから，使用費｛昔の重要な 2形態を

区分しえなくなっている。宮騎氏は， f親子関あ

るいは妻がその親類に貸付ける場合j という具合

に，親子結合にもとづく使用資措と，キョウダイ

結合〈宮高等氏の用語法では f親類J)にもとづく使用

貸借とを，区別していない。われわれの場合，前

者をハイ・タムキン，後者きとノ、ィ．ドゥレーとし

て区別し，それぞれ相続の特定段階において発現

したものとして理解している。親子関の使用貸借

は，養老地の貸借を}Jl]fとすれば，ベーン・ノ、ィに

より土地所有権が親から子へ韻渡される以前にお

＼ 
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いて，子洪の結婚・自立という子のライフ・ステ

ージに応乙て曾子供夫婦の世帯を扶助する自的

で，親がその子に所有地の一部を分割し利用させ

る形態である。これに対して，キョウダイ開の使

用貸｛皆は，土地相続が終了後において発生するも

のであり，キョウダイのうち誰かが結婚や農外航

業のため他出し，自らの分与地を耕作できない場

合，在村の他のキョウダイにその土地の管理と利

用を委託する形態である。宮晴氏はこの両者を区

別していないが，氏の共同研究者であるロ羽益生

と武邑尚彦の両氏は，決のように述べている。

f結婚した失婦が妻方の親と閑語してのち，独立

の家屋に住むことは，オーク・ヒエン（家を出る〉

といわれる。その後，経済的に自立できない場合

に，その夫婦は褒方の親と共開耕作a:行なうが，

やがてその夫婦は親の農地の一部を，将来はその

土地を与えるという親の約束のもとに，任され，

あるいは無料で貸与され，分割譲渡される。これ

らのことはオーク・ナー〈文字どおりには水mが出

ていくの意〉と呼ばれているJ（口羽・武色 rr箆敷

地共住集団1再考一一東北タイ・ Fンデーン村の遺跡調

査〈中間報告）J〔f東南アジア研究』第21巻第3号 1983

年12月〕〉。ここでいう fオーク・ナーj がランレ

ーム区でいうハイ・タムキンにほぼ等しい。

(2) 宮鯖氏は，使用貸借を f土地毘役の対価で

ある小作料の支払いがみられない貸借jであると

規定している。この点、は基本的に間違いないが，

この種の貸借においても，収穫物の一部の授受が

あることを宮椅氏は見落している。小作料はタイ

語でカー・チャオというが，この使用貸借につい

て，もしわれわれがカー・チャオがあるかと問え

ば，村人は当然 fないJと答えるだろう。しか

し，この種の貸借においても，親子関の場合，親

の土地を利用した子は，収穫のあと，その一部

4ラ
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（現物か現金かは日I）にして）を f報恩j として親に

提供するのがtl't習となっている。この［報思jをタ

イ訟でfハイ・プンクンjあるいは「トープテーン・

ブンクンjと呼んでいる。また，キョウダイ間の使

用？を｛告の得合も，借りているキョウダイは，貸出

fきであるキーヨウグイ！こ対して，一定の基準で r{Ir 

地料J（中郊ではこれをとくに表現するコトパ口慨念

はない） a:支払っているのである。ただし， この

「｛昔地料ji土決してカー・チャオとはいわない。

キョウダイ間で授受される，この f借地料ji土，

綾子問にみられるハイ・ブンクンの，一磁の擬iM

flヲな形態とみることができょう。

2. f;(lj分Jj＼作jについて

宮時氏は， ドンデーン村の，，、作を fメIJ分小作j

なる慨念において捉え，その小作関係と小作料率

について特徴づけを行なっている。すなわち，

f契約捕手iま表や失がそれぞれの穀類に貸付ける

場合が多いが，隣人・知人に貸付ける場合も少な

くないJ,r小作料率も親類関係である場合が40;';

や33；；：，隣人・知人関係である場合が50！＊と，当

事者間の相互扶助関係における濃淡の差異によ 9

使い分けられているJ(1芸術的湾総文 52ページ〉。

宮崎氏iまここで，親類問のfメIJ分小作jも隣人・知

人間の「メlj分小作jもすべてー揺して fメIJ分小作J

としているが，持者は純詩的にlZJcJIJして理解され

るべきである。まず，親類nnの fメI］分小作jにつ

いて宮崎氏のあげた事例をみれば， l件を除いで

すべての r＂イド jが，棄と失それぞれの f穀類j

との開！こ，つまりそれぞれのキョウダイ開に取り

結ばれている。キョウダイ間の貸借には，一部に

はもちろん小作関係もみられるが，多く i土木来の

ノト作関係て・はなく，利用と管理の受委託関係，つ

まりドゥレー関係である。宮ii/寿氏は，小作料率が

f当事者間の相互扶助関係における潰淡の差異に

46 

丹

より使い分けられているjというが，正予言ウダイ

nnの fメI］分，J、i字JI立小作間保でないがφえに，そ

の「小作料jも小作料て・はなく，一環のブンクン

であって，一般の小作料率よ 9も低いのは当然で

ある。他方，隣人・知人nnのはI］分ノjイドjlま，厳

密な意味におけるノ、イ・チャオであり，それは宮

時氏が考えるような「淡jい「相互扶助関係jで

はなく，地主小作関係である。それゆえ，そのJj、

作iS｝号1がカー・チャオーとして，キョウダイunのド

ウレー関係の f報恩jよりも高く決まるのは，む

しろ当然であるといえよう。 fメI］分小作jのなか

よりキョウダイIHJのそhをII主9出し， Jj、｛計算！係で

はなくドウレー関係として規定すること，これが

形態、区分の枢婆点である。

ところで，宮時氏は， r ;I計百！経営jについて解

説する後段において，f兄弟姉妹問の Z刈分，H学』

とその他のメIJ分小作とを区別jし， f兄弟姉妹問

の『メIJ分小｛同jは， f失の出穂ぎや死亡を契機iこ

兄弟姉妹問で契約される過渡的相互扶助形態、であ

り，それはー穫の部分共同経営であったものと推

定できるJ（間 56ページ〉としている。私は，キ

ョウダイ！渇の fメlj分，1、作jと隣人・知人間の fメI]

分小作jとは純堵的に異なるものであり，前者は

厳密には小作ではないと指捕した。宮崎氏も，区

J.lljの基準があいまいながらも，ここにきさって両者

を区別す偏るようになっている。しかし，問題は，

区別したキョウダイ間の日lj分小作jを f一種の

部分共同経営jとして把握している点である。宮

崎氏は，ダイアドによる形態把混と，相続過程へ

の位罷づけという観点が稀薄であるがゆえに，キ

ョウダイ問の相互扶助的な土地貸借形態であるド

ウレー形態を取り出すことができなかったが，伎

のいう f兄弟姉妹関のりIJ分小作JJは，キョウダ

イ間の使用貸借，つまりドウレー関認として理解



されるべきであって， 「一種の部分共同経堂j に

比定すべきではない。そもそも，宮崎氏の窺念規

定において， 「共同経営jとは，共間耕作を軸と

する親子問の棺互扶助形態として位誼づけられ，

その共同経営の諸類型も f子供役帯が親世帯か

ら，農業経営，家計消費の両面で経済的に自立し

てゆく家族周期の各局面に対応jして区別された

ものである。キョウダイ間の「メlj分小作J（実はキ

ョウダイ間の使用貸借〉を親子関の「共同経営jiζ 

擬n討することは，範曙的な混乱を引き起こすだけ

である。

3. f部分共同経営jについて

宮締氏は， f部分共同経営では，家計消費面に

ついて子供世帯における親i釘！？からの自立化が進

み，子供世帯が米倉を建設して，収穫物の分配が

行なわれるJ（伺 54ページ〉としている。 宮輔氏

は f部分共同経営jの具体的な共同経営的な実態

について全く説明していないが， もしその内実

が，親が農地や資本を提供し，子が資本の一部と

労働力を提供して農作業を行ない，、 r11叉穫物の分

配jを行なうものであるならば，この f部分共同

経営jとは，親子聞の使用貸指，つまりハイ・タ

ムキンt ハイ・ブンクン関係と基本的には照じ形

態であるといえよう。宮晴氏！とおいては，使用貸

｛昔は f小作料の支払いがみられない貸借Jとして

理解され，ハイ・ブンクンの事実を把握すること

に欠け， 「部分共同経営jが f収穫物の分配jを

ともなうことから，鏡子関の使用貸借とは異なる

形態として誤解され，結局， f部分共同経営jな

る新語を造出することになったのであろう。実

際，この「部分共同経営jiま，宮鮪氏の叙述その

ものから，棺続前の親子関のハイ・タムキンとし

て理解できるのである。すなわち，官時氏はい

う， 「このうち 4制：は共同経営終了後，対象農地

Jo 
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のー訴を親から相続しており，残り lf牛は対象農

地を使用貸借に変更しているJC同 55ページ〉と。

このことからも，氏の f部分共同経営jとは，相

続前の綾子関の使用貸借と同じ種類の拐互扶助形

態といえるだろう。

宮時氏が接維に形態区分した， ドンデーン村の

f伝統的土地所有下における親族組織の経済調整

機能の発現形態jiま，われわれが調査した中部村

落の農地貸借形態とは大きく異なるかのようであ

った。しかし，以上で検討してきたように，それ

は，宮崎氏が考えるような，多様な形態が存在し

ているのではなく，結局，現地の村人が自らの言葉

で区別し理解している形態に，集約しうるのでは

なかろうか。宮崎氏の形態．区分を誇整理し，われ

われの形態区分と対比すれば，次のようである。

宮崎説の持獲理 ランレーム区の貸借

親子関使用貸借＝＝紋子部分共同経営……ハイ・タムキン

貌類間使用貸借z兄弟姉妹問メlj分小作…ノ、イ・ドゥレー

隣人・知人間メlj分小作＝定額金約小作…ノ、イ・チャオ

続二T全面共同経営…...・H ・－…...・ H ・...・H ・－なし

水野氏が屋敷地共生集団と呼び，宮椅氏が親子

全面共同経営とした形態のみが東北タイにみられ

る特殊な相互扶助形態であり，残りの湾整理され

た3形態は，中部にみられる伝統的な農地貸借の

3類型とほぼ間穫のものとして同定できるだろ

フ。

以上，宮崎氏が真にいわんとしたことを誤解し，

見当はずれないいがかりをつける結果になったの

ではないかと倶れるものであるが，ともあれ率直

な疑問をなげかけ，ともに考えてみたいという患

いをかきたてるカ作であったことを確認して，開

氏のご教示をえることにしたい。

〈大阪経済法科大学務釘〉
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